
議案第１４号  

 

阪南市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について  

 

阪南市手数料徴収条例（昭和４７年阪南町条例第４４号）の一部を改

正する条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

　　令和８年３月３日提出  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　上　甲　　　誠  

 

 

提案理由  

介護保険法の一部改正に伴い、手数料項目を新設するための措置  

1-　-



阪南市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 

　阪南市手数料徴収条例（昭和４７年阪南町条例第４４号）の一部を次

のように改正する。  

 

第２条中第７６号を第７７号とし、第７５条を第７６条とし、第７４

号の次に次の１号を加える。  

(75)　介護保険法第７９条の２第１項の指定居宅介護支援事業者の指

定更新の申請及び法第１１５条の３１において準用する法第７０条

の２第１項の指定介護予防支援事業者の指定更新の申請が同時にな

された場合における当該２の申請に対する審査　１式につき　１

０ ,０００円  

 

附　則  

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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阪南市手数料徴収条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 （手数料の額等） （手数料の額等）
 第２条　手数料を徴収する事務の種類、単位

及び金額は、次のとおりとする。

第２条　手数料を徴収する事務の種類、単位

及び金額は、次のとおりとする。
 (1)～(74)　　　略 (1)～(74)　　　略
 (75)　介護保険法第７９条の２第１項の指

定居宅介護支援事業者の指定更新の申請

及び法第１１５条の３１において準用す

る法第７０条の２第１項の指定介護予防

支援事業者の指定更新の申請が同時にな

された場合における当該２の申請に対す

る審査　１式につき　１０，０００円
 (76)　　　略 (75)　　　略
 (77)　　　略 (76)　　　略
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